
(第 1条 関係 )寒 川町 教育 委員 会会 議規則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

第 3条  定 例会 は、 毎月 20日 に開 催する 。

た だし 、委 員長 におい て 、当日 開催 する

こ とが 不適 当であ ると 認め ると きは、こ

れ を変 更す ること がで きる 。  

第 3条  定 例会 は、 毎月 20日 に開 催する 。

た だし 、教 育長 におい て 、当日 開催 する

こ とが 不 適 当であ ると 認め ると きは、こ

れ を変 更す ること がで きる 。  

第 4条  会 議は 、委 員長 が必 要で あると 認

め る と き 、 又 は 委 員 2人 以 上 の 者 か ら 書

面 で 会 議 に 付 議 す べ く 事 件 を 示 し て 請

求 があ つた ときに 招集 する 。た だし 、臨

時 会の 場合 は、その 事件 に限 りこ れを招

集 する 。  

第 4条  会 議は 、教 育長 が必 要で あると 認

め る と き 、 又 は 委 員 2人 以 上 の 者 か ら 書

面 で 会 議 に 付 議 す べ く 事 件 を 示 し て 請

求 があ つた ときに 招集 する 。た だし 、臨

時 会の 場合 は、その 事件 に限 りこ れを招

集 する 。  

第 5条  （ 略）  第 5条  （ 略）  

2 会議の 招集 を行 つた 場合 には 、委 員長

は 、直ちに 会議 開催の 場所 、日 時及 び会

議 に 付 議 す べ き 事 件 を 告 示 す る も の と

す る。ただ し、急施を 要す る場 合は 、こ

の 限り でな い。  

2 会議の 招集 を行 つた 場合 には 、教 育長

は 、直ちに 会議 開催の 場所 、日 時及 び会

議 に 付 議 す べ き 事 件 を 告 示 す る も の と

す る。ただ し、急施を 要す る場 合は 、こ

の 限り でな い。  

～ 略～  ～ 略～  

第 7条  （ 略）  第 7条  （ 略）  

2 委員は 、招 集に 応ず るこ とが できな い

と きは、その 事由を 具し て会 議開 会前ま

で に 、 委 員 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

2 委員は 、招 集に 応ず るこ とが できな い

と きは、その 事由を 具し て 会 議開 会前ま

で に 、 教 育 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

第 8条  開 会及 び閉 会は 、 委 員長 が行う 。  第 8条  開 会及 び閉 会は 、 教 育長 が行う 。  

～ 略～  ～ 略～  

第 10条  （ 略）  第 10条  （ 略）  

2 動議が 提出 され たと きは 、 委 員長は 、

会 議 に 諮 つ て こ れ を 議 題 と し な け れ ば

な らな い。  

2 動議が 提出 され たと きは 、 教 育長は 、

会 議 に 諮 つ て こ れ を 議 題 と し な け れ ば

な らな い。  

第 1 1条  動 議 を 提 出 し 、 又 は 討 論 し よ う

と する 者は、委員長 の許 可を えて 発言し

な けれ ばな らない 。  

第 1 1条  動 議 を 提 出 し 、 又 は 討 論 し よ う

と する 者は、教育長 の許 可を えて 発言し

な けれ ばな らない 。  

～ 略～  ～ 略～  

第 1 3条  教 育 委 員 会 に 対 し て 請 願 又 は 陳

情 をし よう とする もの は、委 員長 の許可

す る 時 間 内 に お い て 事 情 を 述 べ る こ と

が でき る。  

第 1 3条  教 育 委 員 会 に 対 し て 請 願 又 は 陳

情 をし よう とする もの は、教 育長 の許可

す る 時 間 内 に お い て 事 情 を 述 べ る こ と

が でき る。  

第 1 4条  委 員 長 に お い て 論 旨 が つ き た と 第 1 4条  教 育 長 に お い て 論 旨 が つ き た と



認 めた とき は、会議 に諮 つて 採決 しなけ

れ ばな らな い。  

認 めた とき は、会議 に諮 つて 採決 しなけ

れ ばな らな い。  

第 1 5条  委 員 長 は 、 順 次 各 委 員 の 賛 否 の

意 見を 求め 採決す る。  

第 1 5条  教 育 長 は 、 順 次 各 委 員 の 賛 否 の

意 見を 求め 採決す る。  

2  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き

は、会議 に諮 つて記 名又 は無 記名 の投票

に よつ て採 決する こと がで きる 。  

2  教 育 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き

は、会議 に諮 つて記 名又 は無 記名 の投票

に よつ て採 決する こと がで きる 。  

3・ 4 （略 ）  3・ 4 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

第 1 8条  こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 会

議 の運 営に ついて 必要 な事 項は、委員長

が 会議 に諮 つて決 める 。  

第 1 8条  こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 会

議 の運 営に ついて 必要 な 事 項は、教育長

が 会議 に諮 つて決 める 。  

～ 略～  ～ 略～  

第 2 0条  会 議 録 は 、 委 員 長 が 事 務 局 職 員

中 よ り 教 育 長 の 推 せ ん す る 者 を 指 名 し

て これ を作 成させ る。  

第 2 0条  会 議 録 は 、 教 育 長 が 事 務 局 職 員

中 よ り                       指 名 し

て これ を作 成させ る。  

2  会 議 録 に は 、 委 員 長 の 指 名 し た 2名 の

委 員 及 び こ れ を 調 製 し た 職 員 が 署 名 し

な けれ ばな らない 。  

2  会 議 録 に は 、 教 育 長 の 指 名 し た 2名 の

委 員 及 び こ れ を 調 製 し た 職 員 が 署 名 し

な けれ ばな らない 。  

第 2 1条  会 議 録 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載し なけ ればな ら な い。  

第 2 1条  会 議 録 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載し なけ ればな らな い。  

(1)～ (8) （略）  (1)～ (8) （略）  

( 9 ) そ の 他 委 員 長 又 は 会 議 に お い て 必

要 と認 めた 事項  

( 9 ) そ の 他 教 育 長 又 は 会 議 に お い て 必

要 と認 めた 事項  

第 2 2条  会 議 録 に 記 載 し た 事 項 に 関 し て

委 員中 に異 議があ ると きは、委員 長は会

議 に諮 つて 決定す る。  

第 2 2条  会 議 録 に 記 載 し た 事 項 に 関 し て

委 員中 に異 議があ ると きは、教育 長は会

議 に諮 つて 決定す る。  

第 2 3条  こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 会

議 録に つい て必要 な事 項は、委員 長が会

議 に諮 つて 定める 。  

第 2 3条  こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 会

議 録に つい て必要 な事 項は、教育 長が会

議 に諮 つて 定める 。  

 



(第 2条 関係 ) 寒川 町教 育委 員会 傍聴人 規則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

第 2条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

者 は、 傍聴 を許さ ない 。  

第 2条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

者 は、 傍聴 を許さ ない 。  

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

(3) 前 2号 のほか、委員 長 に おい て傍聴

を 不適 当と 認める 者  

(3) 前 2号 のほか、教育 長に おい て傍聴

を 不適 当と 認める 者  

第 3条  傍 聴人 は、次に 掲げ る行 為をし て

は なら ない 。  

第 3条  傍 聴人 は、次に 掲げ る行 為をし て

は なら ない 。  

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

( 5 ) 帽 子 を か ぶ る こ と 。 た だ し 、 病 気

そ の 他 の 理 由 に よ り 委 員 長 の 許 可 を

得 たと きは 、この 限り でな い。  

( 5 ) 帽 子 を か ぶ る こ と 。 た だ し 、 病 気

そ の 他 の 理 由 に よ り 教 育 長 の 許 可 を

得 たと きは 、この 限り でな い。  

(6) （略 ）  (6) （略 ）  

第 4条  傍 聴人 は、委員 長 が 傍聴 を禁じ た

と き 、 又 は 傍 聴 人 の 退 場 を 命 じ た と き

は 、速 やか に退場 しな けれ ばな らない。 

第 4条  傍 聴人 は、教育 長が 傍聴 を禁じ た

と き 、 又 は 傍 聴 人 の 退 場 を 命 じ た と き

は 、速 やか に退場 しな けれ ばな らない。 

第 5条  秘 密会 を開 くと き、又は 委員 長が

必 要と 認め たとき は、す べて 傍聴 人を退

場 させ るこ とがで きる 。  

第 5条  秘 密会 を開 くと き、又は 教育 長が

必 要と 認め たとき は、す べて 傍聴 人を退

場 させ るこ とがで きる 。  

第 6条  こ の規 則に 定め るも のの ほか 、傍

聴 人は、委員 長の指 示に 従わ なけ ればな

ら ない 。  

第 6条  こ の規 則に 定め るも のの ほか 、傍

聴 人は、教育 長の指 示に 従わ なけ ればな

ら ない 。  

 

 

（ 第 3条関 係） 寒川 町教 育委 員会 公告式 規則 新 旧 対照 表  

現 行  改 正案  

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 )第 1 4条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 教

育 委員 会規 則、告示 及び その 他の 規程で

公 表を 要す るもの の公 告式 を定 める。  

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 )第 1 5条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 教

育 委員 会規 則、告示 及び その 他の 規程で

公 表を 要す るもの の公 告式 を定 める。  

第 2条  （ 略）  第 2条  （ 略）  

2 教育委 員会 規則 を公 布す ると きは 、番

号 、年月日 、公布の 旨の 前文 及び 教 育委

員 会名 を記 入して、委員 長 が 署名 押印す

る もの とす る。  

2 教育委 員会 規則 を公 布す ると きは 、番

号 、年月日 、公布の 旨の 前文 及び 教育委

員 会名 を記 入して、教育 長が 署名 押印す

る もの とす る。  

3 （略）  3 （略）  

 



(第 4条 関係 )寒 川町 教育 委員 会事 務局の 組織 等に 関す る規則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

(趣 旨 ) (趣 旨 ) 

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 )第 1 8条 第 2

項 の 規 定 に 基 づ き 、 教 育 委 員 会 事 務 局

(以 下「 事務局 」という 。)の 組織及 び事

務 分掌 その 他必要 な事 項を 定め る。  

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 )第 1 7条 第 2

項 の 規 定 に 基 づ き 、 教 育 委 員 会 事 務 局

(以 下「 事務局 」という 。)の 組織及 び事

務 分掌 その 他必要 な事 項を 定め る。  

～ 略～  ～ 略～  

(関 連事務 の処 理 ) (関 連事務 の処 理 ) 

第 5条  （ 略）  第 5条  （ 略）  

2  指 導 主 事 は 、 法 第 1 9条 第 3項 に 規 定 す

る 職務 に従 事する 。  

2  指 導 主 事 は 、 法 第 1 8条 第 3項 に 規 定 す

る 職務 に従 事する 。  

3 （略）  3 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(教 育長職 務代 理 ) 

第 8条  法 第 2 0条 第 2項 の 規 定 に よ る 教 育

長 職務 代理 者は、 教育 次長 とす る。  

（ 削る ）  

(町 規則の 準用 ) (町 規則の 準用 ) 

第 9条  （ 略）  第 8条  （ 略）  

 



(第 5条 関係 )寒 川町 教育 委員 会教 育長事 務委 任等 に関 する規 則新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

(趣 旨 ) (趣 旨 ) 

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 )第 2 6条 第 1

項 の 規 定 に 基 づ き 、 寒 川 町 教 育 委 員 会

(以 下「 教育委 員会 」と いう 。)の権 限に

属 す る 事 務 の 委 任 等 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定め るも のとす る。  

第 1条  こ の規 則は 、地 方教 育行 政の組 織

及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 31年 法 律 第

1 6 2号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 )第 2 5条 第 1

項 の 規 定 に 基 づ き 、 寒 川 町 教 育 委 員 会

(以 下「 教育委 員会 」と いう 。 )の権 限に

属 す る 事 務 の 委 任 等 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定め るも のとす る。  

(教 育長に 委任 する 事務 等 ) (教 育長に 委任 する 事務 等 ) 

第 2条  教 育委 員会 は、次に 掲げ る事 項を

除 き、そ の権 限に属 する 事務 を教 育長に

委 任す る。  

第 2条  教 育委 員会 は、次に 掲げ る事 項を

除 き、そ の権 限に属 する 事務 を教 育長に

委 任す る。  

(1)～ (14) （ 略）  (1)～ (14) （ 略）  

(15)  法 第 27条 第 1項 の 規 定 に よ る 点 検

及 び評 価に 関する こと 。  

(15)  法 第 26条 第 1項 の 規 定 に よ る 点 検

及 び評 価に 関する こと 。  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

（ 加え る）  (委 任され た事 務等 の報 告 ) 

第 4条  教 育 長 は 、 法 第 2 5条 第 3項 の 規 定

に 基づ き、委 任され た事 務又 は臨 時に代

理 した 事務 のうち、学校 教育 に関 する管

理 及 び 執 行 の 状 況 を 直 近 の 教 育 委 員 会

の 会 議 に お い て 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

改 正附 則  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

 1  こ の 規 則 は 平 成 2 7年 4月 1日 か ら 施 行

す る  

 (経 過措置 ) 

 2  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 2 6年

法 律 第 7 6号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 )

附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 、 改 正 法 に よ る

改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 第 1 6条 第 1項 の 教 育 長 が 在

職 する 場合 におい ては 、この 規則 による



改 正後 の寒 川町教 育委 員会 会議 規則、寒

川 町教 育委 員会傍 聴人 規則、寒川 町教育

委 員会 公告 式規則、寒川 町教 育委 員会事

務 局 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 及 び 寒 川 町

教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 委 任 等 に 関 す る

規 則 (第 2条 第 1項 第 1 5号 の 改 正 規 定 を 除

く 。 )の 規 定 は 適 用 せ ず 、 こ の 規 則 に よ

る 改正 前の 寒川町 教育 委員 会会 議規則、

寒 川町 教育 委員会 傍聴 人規 則、寒 川町教

育 委員 会公 告式規 則、寒 川町 教育 委員会

事 務 局 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 及 び 寒 川

町 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 委 任 等 に 関 す

る 規 則 (第 2条 第 1項 第 1 5号 の 改 正 規 定 を

除 く。 )は 、な おそ の効 力を 有す る。  

 3  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 26年

法 律 第 7 6号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 )

附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 、 改 正 法 に よ る

改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 第 1 6条 第 1項 の 教 育 長 が 在

職 す る 場 合 に お い て は 、 第 6条 の 規 定 に

か かわ らず、寒 川町 教育 委員 会委 員長及

び その 職務 代理者 の選 任規 則は、な おそ

の 効力 を有 する。  

 


